
令和８年度 亘理町広告募集等業務委託仕様書 

 

１．業務の名称 

令和８年度 亘理町広告募集等業務委託 

 

２．履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで  

 

３．業務内容 

（1）「広報わたり」、「亘理町公式ホームページ」、「亘理町町民乗合自動車（ワゴン

車）」、「亘理町町民乗合自動車（マイクロバス）」における広告枠一括買い上げ

業務（以下、「買い上げ業務」という。） 

（2）「広報わたり」、「亘理町公式ホームページ」、「亘理町町民乗合自動車（ワゴン

車）」、「亘理町町民乗合自動車（マイクロバス）」における、広告主の募集・選

定を行い、広告内容を所定の形式・規格で取りまとめ、指定した場所に期日ま

でに提出し、校正の必要が生じた場合には広告の校正を行う業務（以下、「募集

選定等業務」という。） 

 

４．広告掲載期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 なお、広報わたりへの広告掲載は令和８年５月号から令和９年４月号までとする。 

 

５．広告の仕様 

仕様の詳細は、下記に記載する広告の種類ごとの基準で定める。なお、位置や規

格、枠の数等が変更になる場合がある。 

（1）広告の種類 

ア）広報わたり 

イ）亘理町公式ホームページ 

ウ）亘理町町民乗合自動車（ワゴン車） 

エ）亘理町町民乗合自動車（マイクロバス） 

 

６．広告掲載業務の条件 

（1）広告主の募集について 

広告主の募集は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱に従って行うこと。な

お、広告主の募集は、広告掲載期間開始日に先立ち、発注者との契約の締結日より

行うことができるものとする。 



（2）転貸、権利義務の譲渡等について 

転貸、権利義務の第三者への譲渡は、書面により発注者の承諾を得た場合を除き、

禁止とする。 

 

（3）再委託について 

広告枠の運営に必要な業務を第三者に委託又は請け負わせることは禁止とする。

ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に請け負わせ

ることができる。  

 

７．広告の納品 

受注者は、広告案等の必要書類を原稿提出締切日までに、企画課に提出するもの

とする。なお、期限については次のとおりとする。 

（1）広報わたり  

  号名 発行日 提出期限 

広報わたり５月号 令和８年５月１日 令和８年４月１０日（金） 

広報わたり６月号 令和８年６月１日 令和８年５月１１日（月） 

広報わたり７月号 令和８年７月１日 令和８年６月１０日（水） 

広報わたり８月号 令和８年８月１日 令和８年７月１０日（金） 

広報わたり９月号 令和８年９月１日 令和８年８月１０日（月） 

広報わたり１０月号 令和８年１０月１日 令和８年９月１０日（木） 

広報わたり１１月号 令和８年１１月１日 令和８年１０月９日（金） 

広報わたり１２月号 令和８年１２月１日 令和８年１１月１０日（火） 

広報わたり１月号 令和９年１月１日 令和８年１２月１０日（木） 

広報わたり２月号 令和９年２月１日 令和９年１月１２日（火） 

広報わたり３月号 令和９年３月１日 令和９年２月１０日（水） 

広報わたり４月号 令和９年４月１日  令和９年３月１０日（水） 

 

 



（2）亘理町公式ホームページ 随時 

（3）亘理町町民乗合自動車（ワゴン車） 随時 

（4）亘理町町民乗合自動車（マイクロバス） 随時 

 

８．各業務における支払条件 

（1）買い上げ業務は、落札後、契約書にて定めるとおり、売り払い価格を発注者

へ納付すること。なお、納付にあたっては月毎の支払いとする。 

 

（2）募集選定等業務は、落札後、契約書にて定めるとおり、発注者が月末締めで

月毎に受注者へ納付することとする。 

  

９．買い上げ業務における売却価格 

 下記に記載する金額は全て消費税及び地方消費税を含むものとする。 

 なお、金額の内訳は別添１のとおりとし、広告掲載の売り払い枠は各基準で定め

ることとする。 

（1）広報わたり １，６４３，４００円 

（2）亘理町公式ホームページ ９５０，４００円 

（3）亘理町町民乗合自動車（ワゴン車） ２９０，４００円 

（4）亘理町町民乗合自動車（マイクロバス） ２６４，０００円 

 

１０．その他 

（1）本仕様書に記載のない事項について疑義を生じた場合は、企画課と協議のう

え、決定するものとする。 

 

（2）「９．買い上げ業務における売却価格」に定める金額については、本事業を 

遂行していく中で、社会情勢等を鑑み、両者の協議により契約途中で売却価

格を変更することもあり得る。 

 

（3）各基準で定める追加分や随時募集する広告枠については、広告を掲載希望の

企業があった場合に、売却価格を両者の協議のうえ決定するものとする。 

 

（4）広報わたりへの広告掲載に関する取り扱い基準 

 

（5）亘理町公式ホームページへの広告掲載に関する取り扱い基準 

 

（6）亘理町町民乗合自動車（ワゴン車）への広告掲載に関する取り扱い基準 



（7）亘理町町民乗合自動車（マイクロバス）への広告掲載に関する取り扱い基準 

（8）亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱  

※（4）～（8）は、別添で定める。 

 

 


